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老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例（平成24年京都府条例第24号） 新旧対照表

老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例（平成24年京都府条例第24号）
備 考

現 行 改正（案）

(処遇の方針) (処遇の方針)
第15条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日 第15条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び 常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び
自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。 自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。

２ 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し ２ 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し
て、行わなければならない。 て、行わなければならない。

３ 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と ３ 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と
し、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説 し、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説
明を行わなければならない。 明を行わなければならない。

４ 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生 ４ 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の 命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の
行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

５ 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入 ５ 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入
所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

（新設） ６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じ 身体的拘束等の
なければならない。 適正化を図るた

めの具体的措置
を規定


